
法
務
省
令
第
七
十
三
号

国
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き

、
国
籍
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
八
日

法
務
大
臣

森

英
介

国
籍
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
籍
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
法
務
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
四
項
中
「
署
名
押
印
し
、
国
籍
取
得
の
条
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
を
「
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
、
男
女
の
別
並
び
に
嫡
出
子
又
は
嫡
出
で
な
い

子
の
別
」
を
「
並
び
に
男
女
の
別
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
籍
取
得
の
届
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
届
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
第
三
号
又
は
第
四
号
の
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
も
の
と
し
、
認
知
の
裁
判
が
確
定
し
て
い
る
と
き
は
、
第
三
号



か
ら
第
五
号
ま
で
の
書
類
の
添
付
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一

認
知
し
た
父
又
は
母
の
出
生
時
か
ら
の
戸
籍
及
び
除
か
れ
た
戸
籍
の
謄
本
又
は
全
部
事
項
証
明
書

二

国
籍
の
取
得
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
出
生
を
証
す
る
書
面

三

認
知
に
至
つ
た
経
緯
等
を
記
載
し
た
父
母
の
申
述
書

四

母
が
国
籍
の
取
得
を
し
よ
う
と
す
る
者
を
懐
胎
し
た
時
期
に
係
る
父
母
の
渡
航
履
歴
を
証
す
る
書
面

五

そ
の
他
実
親
子
関
係
を
認
め
る
に
足
り
る
資
料

６

法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
国
籍
取
得
の
届
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
項
の
届
書
に
国
籍
取
得
の
条
件
を
備
え

て
い
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条
第
三
項
中
「
押
印
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
、
男
女
の
別
並
び
に
嫡
出
子
又
は
嫡
出
で
な
い
子
の
別
」
を
「
並

び
に
男
女
の
別
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
押
印
」
を
削
る
。

附
則
第
二
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を
「
、
第
四
項
及
び
第
六
項
」
に
改
め
る
。

附

則



（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
国
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。

）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
及
び
特
例
に
よ
る
国
籍
取
得
の
届
出
）

第
二
条

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
籍
取
得
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
後
の
国
籍
法
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
、
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第

四
条
並
び
に
第
五
条
の
規
定
を
準
用
し
、
同
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
籍
取
得
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
改
正

規
則
第
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
四
条
並
び
に
第
五
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
国
籍
取
得
の
届
書
の
記
載
事
項
等
）

第
三
条

戸
籍
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
司
法
省
令
第
九
十
四
号
）
第
五
十
八
条
の
二
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
二
条

第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
国
籍
を
取
得
し
た
場
合
の
国
籍
取
得
の
届
出
に
つ
い
て
準

用
す
る
。


